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中
小
企
業
者
等
経
営
支
援
金
を
支
給
し
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
、
経
営
の
安
定
に
支
障

が
生
じ
て
い
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
支
援
と
し
て
、
経
営
支
援
金
を

支
給
し
ま
す
。　

▼
対
象
者　

市
内
に
事
業
所
が
あ
る
事
業
者
、
ま
た
は

市
内
在
住
の
個
人
事
業
主
。
い
ず
れ
も
３
年
３
月
ま
で
に
創
業
し
て
い
る

こ
と
。　

▼
要
件　

３
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
の
売
上

げ
が
、
前
年
ま
た
は
前
々
年
同
月
と
比
較
し
て
15
％
以
上
減
少
し
た
中
小

企
業
者
等
に
対
し
て
、
１
事
業
者
あ
た
り
１
回
限
り
10
万
円　

▼
申
請　

４
年
１
月
31
日
㈪
ま
で
に
原
則
郵
送
で
書
類
提
出
。申
請
書
類
は
市
役
所
・

八
千
代
商
工
会
議
所
で
配
布
。
市
Ｈホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｐ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
。
詳

し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
か
商
工
観
光
課
中
小
企
業
者
等
経
営
支
援
金
担
当
ま
で
。

■
中
小
企
業
者
等
向
け
臨
時
相
談
窓
口
で
事
業
者
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

市
の
経
営
支
援
金
、
国
や
県
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
制
度
に
つ
い
て

相
談
で
き
ま
す
。
申
請
書
類
の
作
成
な
ど
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
も
。
事
前

予
約
制
。
電
話
で
同
会
議
所
（
４
８
３
）１
７
７
１
へ
。（
商
工
観
光
課
）

協
議
会
な
ど
の
市
民
委
員

　

年
に
数
回
行
う
平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
、
本
市
の
審
議
会
な
ど

の
委
員
を
５
つ
以
上
兼
ね
て
い
な
い
人
が
対
象
。
書
類
選
考
。
応
募
書
類

は
非
公
開
、
返
却
し
ま
せ
ん
。
結
果
は
、
応
募
者
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

個
人
情
報
は
保
護
・
管
理
に
十
分
留
意
し
、
選
考
以
外
に
使
用
し
ま
せ
ん
。

提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
委
員
就
任
後
で
あ
っ

て
も
委
嘱
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
介
護
保
険
事
業
運
営
協
議
会
の
市
民
委
員　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
策

定
・
運
営
・
評
価
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す　

▼
資
格　

市
内
在
住
40
歳
以

上
の
介
護
保
険
被
保
険
者
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
従
事
者
を
除
く
）
で
、

介
護
の
経
験
や
知
識
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
経
験
が
あ
る
人　

▼
任
期

４
年
２
月
１
日
か
ら
３
年
間　

▼
募
集
人
数　

４
人　

▼
報
酬　

１
回
７

０
０
０
円　

▼
応
募
方
法　

11
月
30
日
㈫
必
着
で
所
定
の
応
募
用
紙
に
氏

名
（
フ
リ
ガ
ナ
）・
住
所
・
電
話
番
号
・
生
年
月
日
・
年
齢
・
性
別
・
主

な
職
歴
・
応
募
の
動
機
・
そ
の
他
経
験
活
動
な
ど
を
記
入
し
「
介
護
保
険

制
度
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文
を
添
え
て
、
〒
２
７

６
ー
８
５
０
１
市
役
所
長
寿
支
援
課
へ
持
参
、
郵
送
ま
た
は
市
Ｈ
Ｐ
「
市

民
委
員
の
公
募
」
か
ら
応
募

（
長
寿
支
援
課
（
４
２
１
）６
７
３
５)

■
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
の
市
民
委
員　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
運
営
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
（
議
事
に
よ
り
書
面
で
開
催
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。）　

▼
資
格　

市
内
在
住
の
成
人　

▼
任
期
４
年
２
月
１
日
か

ら
２
年
間　

▼
募
集
人
数　

２
人　

▼
報
酬　

１
回
７
０
０
０
円　

▼
応

募
方
法　

11
月
30
日
㈫
必
着
で
、任
意
の
Ａ
４
用
紙
に
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・

住
所
・
電
話
番
号
・
年
齢
・
性
別
・
主
な
経
歴
・
応
募
理
由
を
記
入
し
「
学

校
給
食
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文
を
添
え
て
、
〒
２

７
６

－

０
０
２
２
上
高
野
１
７
３
１
番
地
村
上
調
理
場
へ
持
参
、
郵
送
ま

た
は
市
Ｈ
Ｐ
「
市
民
委
員
の
公
募
」
か
ら
応
募

  

（
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
村
上
調
理
場
（
４
８
２
）１
６
５
０)

国保料の納付は口座振替で
　国保料の納付方法には、二つの方法があり
ます。普通徴収では口座振替または納付書で
支払い、特別徴収では年金から天引きします。
普通徴収は、納め忘れのない口座振替が便利
です。
　次の三つの方法で申し込みできます。
１． 簡単便利で届出印不要の「ペイジー口座
振替受付サービス」

　口座振替を希望する人は、本人名義のキャ
ッシュカードと運転免許証など顔写真付きの
身分証明書を持ち、市役所か支所の窓口へ。
２． 来庁不要の「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」
　市ホームページを通じて、委託先のシステ
ム会社のサイトから申し込めます。手元に通
帳・キャッシュカードなど、金融機関名・支
店名・口座番号などが確認できるものを用意
してから手続きしてください。
３．「口座振替依頼書」による申し込み
　通帳・届出印を持って、市内の金融機関、
ゆうちょ銀行（郵便局）、市役所、支所・連
絡所で手続きしてください。

健康保険に加入したら
国保をやめる手続きを忘れずに
　社会保険など、新しく別の健康保険に加入
した人は、国保を離脱する届け出が必要です。
新しく加入した健康保険の保険証と国保の保
険証を持って市役所か支所・連絡所で手続き
してください。
　郵送でも手続きできます。市ホームページ
から届出書をダウンロードし、必要事項を記
入して、新しい健康保険証のコピーと国保の

保険証を国保年金課へ提出してください。

国保料には軽減措置があります
　国保料には、均等割・平等割・所得割があ
り、所得が少ない世帯には均等割・平等割を
軽減する制度があります。軽減を受けるため
には、公的年金以外の収入について、世帯主
と被保険者の申告が必要です。収入が少ない
人も市県民税の申告を行ってください。
　世帯主の所得は、国保に加入していない場
合でも軽減判定の際に加算されます。

保険料の減免制度
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世
帯を対象とした、保険料の減免制度がありま
す。詳しくは、国保年金課へ。

滞納処分を強化しています

　国保料を完納している世帯との公平性を保
つため、滞納処分を強化しています。
　滞納している世帯には、財産調査を行いま
す。その結果、納付できるだけの財産がある
ことがわかった場合は、差し押さえなどの滞
納処分を行います。
　市では、納付に関する相談を行っています。
納付相談員が未納世帯の訪問もしていますの

で、支払いが困難な場合はご相談ください。
毎月最終日曜日には、市役所で休日納付相談
を行っています。日時が変わることもありま
すので、事前に市ホームページや広報やちよ
で確認してください。

　病気やけがをしたときに使う国民健康保険被保険者証（保険証）。医
療費は、保険証を使うことで医療機関に支払う自己負担が２～３割にな
り、残りの７～８割分は八千代市国民健康保険（国保）が負担しています。
　加入者の皆さんが納める国民健康保険料（国保料）は大切な財源です。
納め忘れに注意してください。
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■差押件数の推移

国民健康保険料の
納め忘れにご注意ください

お問い合わせは
国保年金課

 資格・給付班 421-6742
 　　保険料班 421-6743へ

マイナンバーカードの健康保険証利用
の申し込みはお済みですか？
　一部の医療機関や薬局などで、従来の健康保
険証に加えてマイナポータルから健康保険証利
用の申し込みを済ませたマイナンバーカードも
健康保険証として利用できるようになります。
健康保険証でもこれまでどおり受診でき、健康
保険証が使えなくなることはありません。
　また、マイナンバーカードの健康保険証利用
の申し込みを済ませるとマイナポータルから次
の機能などが順次利用できるようになります。
○特定健診結果や処方された薬剤情報の閲覧
○保険証を利用した受診により医療機関や薬局
等で支払った医療費情報の閲覧
　詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナ
ンバーカードの保険証利用について」をご覧く
ださい。

12月１日より２回目以降の高額療
養費支給申請の簡素化ができます
　これまで高額療養費の対象世帯へ送付してい
た申請書による手続が、簡素化できます。一度
申請書を提出すれば、次回以降に高額療養費が
発生した場合、自動的に市から指定口座へ振り
込まれます。
　簡素化は、市から12月以降に送付する申請分
より実施します。簡素化の方法につきましては、
対象世帯に送付する「高額療養費支給申請書」
に記入しています。


